
開発(建築)に係る県相談窓口

特別指定区域に係る市町相談窓口

(芦屋市、高砂市及び播磨町には、特別指定区域に指定された土地はありません。)

このパンフレットの対象は、県が開発許可権限を持つ上記の市町のみです。

開発許可権限を持つ神戸市、姫路市、西宮市、尼崎市、明石市、加古川市、宝

塚市、伊丹市、川西市及び三田市の10市については、各市の開発許可担当窓口に

お問い合わせください。
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具体に計画を進める場合は、必ず事前に裏面の
窓口にご相談ください！


